
 

 

随意契約理由書 

１ 業  務    名 システム管理業務（2026年度） 

２ 業  者  名 阪神高速技研（株） 

３ 随意契約理由  

 

 本業務は、社員が安定したネットワーク環境のもと快適に社内システムを利用で

きるよう、阪神高速クラウドにある総合情報システム及び部門システムのサービス

提供や運用管理、定期異動に伴うアカウント管理や社員からの問い合わせ対応等を

行うものである。  

本業務における当該サービス提供及びシステム群は、構築過程の異なる各種システ

ムがグループネットワーク上に共存していることから、その独自の構造及び関連す

る実務について精通していることが求められる。また、当社の意図を的確かつ迅速

に反映しつつ、阪神高速グループネットワーク内の監視を行い、システム群が継続

的かつ安定的に稼働する管理水準を確保できることが契約相手方に求められる要件

となる。  

阪神高速技研株式会社は、当社の経営戦略及び方針に基づき、グループ会社として

当社と一体となって業務を実施するために設立された会社であり、各種システム環

境の構築と管理を継続して担ってきた。また総合情報ネットワークの構成を熟知し

ているばかりでなく、共通の経営目的をもって業務を行い、技術及びノウハウの蓄

積と品質及びコストパフォーマンスの向上を図っている。  

よって、同社は他者よりも本業務を適切かつ効率的に実施できるものと考えられる

ため、阪神高速道路株式会社契約規程第2条第1号に該当することから、随意契約と

する。  

以 上 

 阪神高速道路株式会社契約規程第２条第１号の規定による。 

 


